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平成26年の建設業における労働災害の
発生状況について

はじめに
　最近の労働災害の発生状況をみると、全
産業での労働災害による休業４日以上の死
傷災害は、平成22年、23年、24年と３年連
続で増加していましたが、平成25年は減少
に転じました。しかし建設業においては、
平成23年、平成24年、平成25年と３年連続
して増加するという憂慮すべき状況になっ
ています。平成26年は、全産業の死亡者
数、死傷者数と建設業の死亡者数、死傷者
数、これらすべてが前年同期を上回ってお
り、建設業の死傷者数は、このままでは４
年連続の増加となりかねない状況にありま
す。
　本稿では、平成27年１月７日現在の速報
値でみた平成26年における労働災害の発生
状況及び厚生労働省の対応状況を紹介しま
す。

１　�平成26年の全産業及び建設業におけ
る労働災害の発生状況

⑴休業４日以上の死傷災害の発生状況（表
１、２参照）

　労働者死傷病報告による平成27年１月７
日現在の全産業における平成26年の休業４
日以上の死傷者数は、106,674人で、前年
同期と比べると927人（0.9％）の増加と
なっています。
　建設業における休業４日以上の死傷者数
は、15,792人で、前年同期と比べると30人

（0.2％）の増加となっています。

　休業４日以上の死傷災害を事故の型別に
みると、全産業、建設業ともに、転倒災害
が大幅に増加しています。

⑵死亡災害の発生状況（表３、４参照）
　死亡災害報告による平成27年１月７日現
在の全産業における平成26年の死亡者数は
969人で、前年同期と比べると14人（1.5％）
の増加となっています。
　建設業における死亡者数は、359人で、
前年同期と比べると35人（10.8％）の増加
となっています。
　次に、建設業における死亡災害を前年に
比べて増加数の多いものから順にいくつか
の事故の型別にみていくこととします。
　まず、はさまれ・巻き込まれによるもの
が36人となっていますが、平成25年の18人
から倍増しています。これを起因物別にみ
ると、整地・運搬・積込み用機械が２人、
掘削用機械が６人、締固め用機械が３人、
解体用機械が３人となっており、車両系建
設機械が14人と平成25年の５人から大幅に
増加しています。車両系建設機械の他で
は、トラックが７人、高所作業車が４人、
移動式クレーンが３人、クレーンが２人な
どとなっています。はさまれ・巻き込まれ
る死亡災害は、平成24年に比較して平成25
年はほぼ半減しましたが、平成26年に後戻
りした状況になっています。
　おぼれについては、平成25年の３人から
平成26年は15人と12人の増加となっていま
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（速報値）　（平成27年１月７日現在）

業　種
平成26年（1月～ 12月） 平成25年（1月～ 12月） 　　　対25年比較

死傷者数（人） 構成比（％） 死傷者数（人） 構成比（％） 増減数（人） 増減率（％）

全産業 106,674 100.0 105,747 100.0 927 0.9

建設業 15,792 14.8 15,762 14.9 30 0.2

（注）　１　労働者死傷病報告より作成したもの。
　　　２　「−」は減少を示す。

表１　休業４日以上の死傷災害の発生状況（平成25年及び平成26年）

（速報値）　（平成27年１月７日現在）
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分
類
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全
産
業

平成26年 18,578 23,729 5,107 6,240 2,112 4,726 13,932 7,951 242 40 2,569 407 110 85 46 80 7,214 87 12,182 987 250 106,674

平成25年 18,195 22,935 4,999 6,428 2,189 4,524 13,960 8,285 234 28 2,621 419 111 72 38 77 7,247 94 11,988 1,033 270 105,747

増減 383 794 108 −188 −77 202 −28 −334 8 12 −52 −12 −1 13 8 3 −33 −7 194 −46 −20 927

建
設
業

平成26年 5,465 1,602 690 1,515 528 789 1,785 1,459 118 17 221 64 55 9 7 20 597 11 762 66 12 15,792

平成25年 5,490 1,459 716 1,671 526 790 1,749 1,499 99 4 222 57 44 11 6 10 538 4 773 79 15 15,762

増減 −25 143 −26 −156 2 −1 36 −40 19 13 −1 7 11 −2 1 10 59 7 −11 −13 −3 30

（注）　１　労働者死傷病報告より作成したもの。
　　　２　「−」は減少を示す。

表２　業種、事故の型別休業４日以上の死傷災害の発生状況（平成25年及び平成26年）

（速報値）　（平成27年１月７日現在）

業種

平成26年
（1月～ 12月）

平成25年
（1月～ 12月）

平成24年
（1月～ 12月） 対25年比較 対24年比較

死亡者数
（人）

構成比
（％）

死亡者数
（人）

構成比
（％）

死亡者数
（人）

構成比
（％）

増減数
（人）

増減率
（％）

増減数
（人）

増減率
（％）

全産業 969 100.0 955 100.0 1,008 100.0 14 1.5 −39 −3.9

建設業 359 37.0 324 33.9 354 35.1 35 10.8 5 1.4

（注）　１　死亡災害報告より作成したもの
　　　２　「−」は減少を示す。

表３　死亡災害の発生状況（平成24年、平成25年及び平成26年）
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（速報値）　（平成27年１月７日現在）
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全
産
業

平成26年 247 16 5 51 55 89 149 4 2 35 16 17 15 12 4 9 217 4 0 21 1 969

平成25年 251 30 8 56 54 73 125 5 1 23 36 18 5 11 2 8 211 4 1 26 7 955

増減 −4 −14 −3 −5 1 16 24 −1 1 12 −20 −1 10 1 2 1 6 0 −1 −5 −6 14

建
設
業

平成26年 146 8 3 18 28 23 36 3 1 15 6 6 9 2 0 5 43 1 0 6 0 359

平成25年 146 9 3 20 35 27 18 3 1 3 11 4 2 1 0 2 32 2 0 4 1 324

増減 0 −1 0 −2 −7 −4 18 0 0 12 −5 2 7 1 0 3 11 −1 0 2 −1 35

（注）　１　死亡災害報告より作成したもの
　　　２　「−」は減少を示す。

表４　業種、事故の型別死亡災害発生状況（平成25年及び平成26年）

（速報値）　（平成27年１月７日現在）

業種
平成26年（1月～ 12月） 平成25年（1月～ 12月） 増　減　数

件数
（件）

死傷者数
（人）

死亡者数
（人）

件数
（件）

死傷者数
（人）

死亡者数
（人）

件数
（件）

死傷者数
（人）

死亡者数
（人）

全産業 254 1,343 53 180 1,021 43 74 322 10

建設業 115 494 31 79 336 17 36 158 14

（注）　１　重大災害報告より作成したもの。
　　　２　一時に３人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害事故について作成。
　　　３　「−」は減少を示す。
　　　４　被災者が属する業種が複数にまたがる場合には、主たる業種についてのみ計上している。

表５　重大災害発生状況（平成25年及び平成26年）

（速報値）　（平成27年１月７日現在）

爆発 破裂
土砂
災害

落盤 雪崩 倒壊 墜落
クレー
ン等

交通
事故

火災
高熱物

中毒
薬傷

電気 海難 その他 合計

全産業
8 0 0 0 0 12 7 3 128 12 44 2 1 37 254

4 2 1 0 0 7 5 0 103 3 26 1 0 28 180

建設業
0 0 0 0 0 10 3 2 71 5 14 1 0 9 115

0 0 1 0 0 7 3 0 55 0 6 1 0 6 79

（注）　１　重大災害報告より作成したもの。     
　　　２　一時に３人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害事故について作成。
　　　３　被災者が属する業種が複数にまたがる場合には、主たる業種についてのみ計上している。

表６　業種・事故の型別重大災害発生状況（平成26年）

Ｈ26年
前年
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すが、これは特定の事案によるものが大き
く影響しています。
　道路上の交通事故については、平成25年
の32人から平成26年は43人と11人の増加と
なっています。建設業では、事務所から現
場に向かう又は現場から事務所に戻る際の
死亡災害が多く発生しています。
　この他では、感電が平成25年の２人から
平成26年は９人と７人の増加となっていま
す。
　事故の型別にみて、最も多く死亡災害が
発生している墜落・転落については、平成
26年は平成25年と同数ですが、起因物にみ
ると、墜落・転落災害全体に占める割合の
大きい足場が36人（前年30人）、屋根、は
り、もや、けた、合掌が32人（前年45人）
となっています。この他で墜落・転落災害
全体に占める割合が大きいのは、建築物、
構築物が15人、はしご等が13人となってい
ます。
　一方、前年より減少したものについて
は、崩壊・倒壊が前年より７人減少して28
人、高温・低温物との接触が前年より５人
減少して６人となっています。

⑶重大災害の発生状況（表５、６参照）
　平成27年１月７日現在の全産業における
平成26年の重大災害の件数は、254件で、
前年同期と比べると74件増加しています。
また、重大災害による死傷者数は、1,343
人で、前年同期と比べると322人増加して
おり、うち死亡者数は53人で、前年同期と
比べると10人増加しています。
　建設業における平成26年の重大災害の件
数は、115件で、前年同期と比べると36件
増加しています。また、重大災害による死
傷者数は494人で、前年同期と比べると158
人増加しており、うち死亡者数は31人で前
年同期と比べると14人増加しています。

　建設業における重大災害を事故の型別に
みると、交通事故によるものが71件で前年
の55件より16件増加しています。次に多い
のが中毒・薬傷で14件（前年６件）となっ
ています。交通事故による重大災害が建設
業全体の重大災害の中に占める割合は非常
に高く、平成26年は約62％を占めています。

２　�建設業の労働災害の増加に歯止めをか
けるための厚生労働省の取組

　平成26年の休業４日以上の死傷災害は、
全産業、建設業ともに前年同期と比べると
増加となっており、特に、転倒災害が大幅
に増加しています。
　平成26年の建設業における死亡災害は、
車両系建設機械によるはさまれ・巻き込ま
れ、道路上の交通事故が増加するととも
に、足場からの墜落・転落災害が大きな割
合を占めています。
　そこで、これらの事故の型に応じた次の
対策を推進することとしています。

⑴�STOP ！　転倒災害プロジェクト2015
の推進

　転倒災害は休業４日以上の死傷災害の２
割以上を占め災害の種類の中では最も件数
が多く、特に、高年齢労働者が転倒災害を
発生させた場合にその災害の程度が重くな
る傾向にあります。今後、労働力人口の高
齢化の一層の進行が見込まれることから、
本プロジェクトにより、事業場における転
倒災害防止対策を徹底し、安心して働ける
職場環境を実現することを目指します。
　厚生労働省と労働災害防止団体が主唱者
となり、各事業者が実施者となります。
　厚生労働省では、①周知啓発資料等の作
成、配布、②STOP!転倒災害特設サイトの
開設、③業界団体等への協力要請などを行
います。特設サイトは、効果的な対策、好
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仕事中に転倒して4日以上仕事を休む方は、年間26,000人ほどで、労働災害の 
種類では最も多くなっています。特に高齢者が転倒した場合は重症化する割合が
高く、日常生活での不慮の事故による死因の中でも、転倒･転落死は交通事故死
を超えています。 
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出典：厚生労働省 人口動態統計「死因別死亡者数の推移」 出典：厚生労働省  労働者死傷病報告「事故の型別死傷者数の推移」 

日常生活でも転倒・転落事故は 
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職場での転倒事故を減らしましょう！ 
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 転倒災害は年々増加の 一途 
 をたどっています 

業 種 災害の発生状況 

自動車製造業 

ケガの程度 

休業１カ月 

対策のポイント 
 □ 敷地内の通路を除雪する、融雪剤を散布する 
 □ 雪道や凍結路面に適した滑りにくい靴を履く 
 □ 足元が見えにくい箇所は照明を設置して注意を促す 
 □ 身体を強打しないよう、クッション性のある帽子・衣類を着用する 

帰宅のため会社の事務所から駐車場へ 
向かう途中に、凍結した路面に足を滑ら
せ転倒し、尻もちをついた。 

業 種 災害の発生状況 

飲食店 

ケガの程度 

休業２カ月 

対策のポイント 
 □ 運ぶ容器を小分けにするなど足元が見えるようにする 
 □ 大きな荷物を運ぶときは台車を使用する 
 □ 危険箇所には表示して注意を促す 
 □ 階段の昇降はゆっくりを心がける 

空の容器を抱えた状態で従業員通路の階段
を降りていた時に、足元が見えず階段を 
踏み外してバランスを崩し転倒した。 

業 種 災害の発生状況 

小売業 

ケガの程度 

休業10日間 

対策のポイント 
   □ 作業の都度、床の油などは放置せず取り除く 
   □ 滑りにくい靴底の履物を着用する 

業 種 災害の発生状況 

小売業 

ケガの程度 

休業１カ月半 

対策のポイント 
  □ 通路に物を置かない、整理・整頓をする 
  □ 作業通路を定め、定期的に職場を巡視する 
  □ 危険箇所には表示して注意を促す 

バックヤードで商品の検品中に、レジのヘ
ルプ連絡を受けて店内に向かう途中、台車
に足を引っかけてバランスを崩し捻挫した。 

厨房で揚げ物をパックに詰めるため、 
容器を取ろうと前方にかがんだところ、 
床に飛び散った油で滑ってバランスを 
崩し転倒した。 

厨房で揚げ物をパックに詰めるため、
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冬期の転倒災害防止のポイント 

積雪・凍結などの転倒災害のリスクが高くなる冬期間は、以下の対策が 
特に重要です。 
        
◇天気予報に気を配る 

寒波が予想される場合などには、労働者に周知し、早めの対策を 
実施しましょう。 

◇時間に余裕をもって歩行、作業を行う 
天候による交通機関の遅れが見込まれる場合は、時間に余裕をもって
出勤するようにし、落ち着いて作業をするように心がけましょう。 
屋外では、小さな歩幅で靴の裏全体を付けて歩くようにしましょう。 

◇駐車場の除雪・融雪は万全に、出入口などに注意する 

駐車場内、駐車場から職場までの通路を確保するため、除雪や融雪剤 
の散布を行いましょう。また、出入口では転倒防止用マットを敷き、 
夜間は照明設備を設けて明るさ（照度）を確保しましょう。 

◇職場の危険マップの作成、適切な履物、歩行方法などの教育を行う 

職場内の労働者が転倒の危険を感じた場所の情報を収集し、労働者への 
教育の機会に伝えるようにしましょう。また、作業に適した履物、雪道 
や凍った路面上での歩き方を教育しましょう。 

転倒防止に役立つ靴と保護具を活用しましょう 

 ＜靴選びの３つのポイント＞  
 ▶防滑性：靴底が滑りにくいこと 
  （やわらかいゴム底のものは、ゴムがすり減っていないかも 
   しっかり確認しましょう） 
 ▶撥水性・防水性：水分が靴の中に入り込まないこと 
 ▶保温性：靴の中を温かく保てること   
   このほかにも、靴の重量やバランス・屈曲性・つま先の高さも 
  ポイントになります。 

柔らかいゴムを使った 
靴底は、路面に対する 
密着力が強いため滑り 
にくくなっています。 

＜ヒートマットの設置例＞ 

柔らかいゴムを使った

雪道を安全に歩くには、靴選びが大事！ 

の設置例＞

足のサイズに合った靴を選びましょう！ 
サイズが小さい靴：足指が自由に動かしにくく、バランスを崩したときの踏ん張りが効かなくなる 
サイズが大きな靴：歩行のたびに足が前後斜めに動いて、靴のつま先やかかとが足の動きに追

随できなくなる 
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「転倒災害防止特設サイト」を開設します！ 
 
転倒災害の現状からその対策まで、事業場での取り組みに役立つ情報を集約してご提供します。 

 
＜厚生労働省 ホームページ＞ 
「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト2015」で検索 

 
 
 
 

転倒災害の防止に効果のあった事業場の取組好事例、転倒災害防止に役立つ保護具や用具などを紹介しています。 

2015.1 

  

転倒災害は、どのような職場でも発生する可能性があります。職場での転倒の危険
性は、働くすべての人が問題意識を持って原因を見つけ、対策をとることで減らす
ことができます。「転倒」という身近なテーマから職場の安全意識を高め、安心し
て働ける職場環境の実現に向けて、「STOP！転倒災害プロジェクト2015」を開
始します。 

【主唱者】 
 厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働 
 災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会 
【プロジェクト実施期間】   
  平成27年１月20日から12月31日まで  
プロジェクトの効果を上げるため、積雪や凍結による転倒災害の多い２月と 
全国安全週間の準備月間である６月を重点取組期間とします。 

  １ 転倒災害防止に向けたさまざまな対策の紹介 

 ２ 転倒予防の知識養成セミナーの紹介 

職場の安全、安全週間に関する情報はこちらでも発信しています！  
中央労働災害防止協会 http://www.jisha.or.jp/ 

（資料出所：中央労働災害防止協会） 

転倒を防ぐための実習を交えて基礎知識を身につけるセミナー、転倒災害防止の基本となる「４Ｓ活動」や 
「ＫＹ活動」をテーマとした研修を実施します。 

検 索  STOP！ 転倒 索索
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事例の紹介、保護具等・セミナーの案内、
積雪、凍結期等の対策などを掲載しており、
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/
tentou1501.html でご覧になれます。
　労働災害防止団体では、①事業場への指
導援助、②セミナー等の開催、教育支援、
③周知啓発資料等の提供、④保護具等の普
及促進などを行います。
　各事業場では、チェックリストを活用し
た職場の総点検を行い、安全委員会等での
調査審議等を経て、職場環境を改善します。
　転倒災害の増加に歯止めをかけるための
新しい取組をスタートしましたので、取組
の効果が期待されます。

⑵死亡災害を減少させるための対策の推進
　車両系建設機械によるはさまれ・巻き込
まれ、道路上の交通事故、足場からの墜
落・転落を減少させるため、次の取組を推
進します。

ア 　平成25年７月から施行されている鉄骨
切断機等の解体用の車両系建設機械関連
の改正労働安全衛生規則をはじめとし
て、関連する関係法令の遵守徹底

イ 　「交通労働災害防止のためのガイドラ
イン」の周知徹底、運転する労働者の疲
労を軽減するための取組の推進

ウ 　足場の組立て等の作業に係る業務の特
別教育対象業務への追加、足場の作業床
に係る墜落防止措置の充実、足場の組立
て等の作業に係る墜落防止措置の充実、
注文者の点検義務の充実などを内容とす
る労働安全衛生規則の一部改正

おわりに
　以上、労働災害の発生状況や労働災害防
止対策に関する厚生労働省の取組などを説
明しましたが、労働災害の防止に向けて、
関係各位の取組と御協力をいただきますよ
うよろしくお願いします。
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